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Ｄ １ － ４

５ 年 保 存 ( 常 )

(令和12年12月31日まで)

Ｆ Ｎ．Ｄ１－４－０

鹿 交 企 第 3 0 1 2 号

令 和 ７ 年 ３ 月 1 3 日

各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担当 統計分析係 ℡

交通事故統計事務取扱要綱の改正について(通達）

交通事故統計事務の取扱いについては、「交通事故統計事務取扱要綱の制定につ

いて（通達）」（令和５年12月21日付け鹿交企第537号。以下「旧通達」という。）

により運用しているところであるが、このたび、「交通事故統計事務取扱要綱」（「交

通事故統計事務取扱要綱の一部改正について（通達）」（令和７年２月12日付け警

察庁丙交企発第６号ほか別添））の改正に伴い、旧通達の一部を見直したので、事

務処理に誤りのないようにされたい。

なお、この通達は、令和７年３月24日から施行し、旧通達は、令和７年３月23日

限り廃止する。
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別添

交通事故統計事務取扱要綱

第１ 要綱の目的

この要綱は、交通事故統計事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的

とする。

第２ 交通事故統計の対象

交通事故統計の対象は、道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第

１号に規定する道路上において、車両、路面電車及び列車の交通によって起こさ

れた人の死亡又は負傷を伴う事故（以下「交通事故」という。）とする。

第３ 用語の定義

この要綱における用語の意義は、法令に定めるもののほか、以下の当該各号に

定めるところによる。

１ 交通事故関与者

交通事故に関与した第１当事者、第２当事者及び第３当事者以下の当事者を

いう。

２ 第１当事者

最初に交通事故に関与した車両等（列車を含む。以下同じ。）の運転者、歩

行者等（遠隔操作型小型車の操作者を含む。以下同じ。）のうち、当該交通事

故における過失が重い者をいい、また過失が同程度の場合には人身損傷程度が

軽い者をいう。

３ 第２当事者

最初に交通事故に関与した車両等の運転者、歩行者等又は物件のうち、第１

当事者以外のものをいう。

４ 第３当事者以下

第１当事者又は第２当事者以外の交通事故に関与した者のうち、死亡若しく

は負傷した者又は直接死亡事故に関与した者をいう。

５ 死亡

交通事故によって、発生から24時間以内に亡くなった場合をいう。

６ 重傷

交通事故によって負傷し、１か月（30日）以上の治療を要する場合をいう。

７ 軽傷

交通事故によって負傷し、１か月（30日）未満の治療を要する場合をいう。

８ 30日死亡

交通事故によって、発生から24時間経過後、30日以内（交通事故発生日を初

日とする。）に亡くなった場合をいう。

９ 鹿児島県警察交通事故情報管理システム

鹿児島県警察情報管理システムの一部であって、交通事故統計に係る情報の

管理に必要な情報処理を行うための電子計算機及びこれにデータ伝送回線を介
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して接続された端末装置並びにこれらの用に供するプログラムからなるシステ

ムをいう。

第４ 交通事故統計原票

１ 意義

交通事故統計原票（以下「原票」という。）は、効果的な交通事故防止対策

の基となる交通事故統計を作成するための基礎資料である。

２ 原票の種類及び記載事項

原票の種類及びその記載事項は、次の各号に定めるところによる。

⑴ 交通事故統計原票（本票）（別記第１号様式。以下「本票」という。）

交通事故の内容に関する事項及び交通事故関与者（第１当事者及び第２当

事者）に関する事項

⑵ 交通事故統計原票（交通事故事件検挙票）（別記第２号様式。以下「交通

事故事件検挙票」という。）

本票に記載した交通事故関与者（第１当事者及び第２当事者）の刑事処分

に関する事項

⑶ 交通事故統計原票（補充票）（別記第３号様式。以下「補充票」という。）

本票に記載されない交通事故関与者（第３当事者以下）に関する事項

⑷ 交通事故統計原票（高速道路追加調査項目票）（別記第４号様式。以下「高

速道路追加調査項目票」という。）

高速自動車国道及び道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）第42条第

１項により国家公安委員会が指定する自動車専用道路（以下「指定自動車専

用道路」という。）における交通事故の発生地点、道路構造等に関する事項

⑸ 交通事故統計原票（30日死者集計票）（別記第５号様式。以下「30日死者

集計票」という。）

本票及び補充票記載の交通事故関与者のうち、30日死亡の当事者に関する

事項

３ 原票の内容の入力

原票の内容（以下「原票データ」という。）は、鹿児島県警察交通事故情報

管理システムの端末装置（電子計算機に接続してデータの入力又は出力を行う

ための装置をいう。）へ入力するものとする。

⑴ 本票

交通事故の発生を認知したときは、交通事故１件ごとに原票データを入力

する。

⑵ 交通事故事件検挙票

交通事故について捜査を完結したときは、交通事故１件ごとに原票データ

を入力する。

⑶ 補充票

１件の交通事故において、原票データに記載されない交通事故関与者（第
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３当事者以下）がいるときは、当該交通事故関与者１人ごとに原票データを

入力する。

⑷ 高速道路追加調査項目票

高速自動車国道及び指定自動車専用道路における交通事故の発生を認知し

たときは、交通事故１件ごとに原票データを入力する。

⑸ 30日死者集計票

本票又は補充票記載の交通事故関与者のうち、30日死亡の当事者１人ごと

に原票データを入力する。

第５ コード

原票に使用するコードは、別に定めるコード表のほか、警察庁長官官房技術企

画課長が定める警察庁共通基盤システムの対象業務に使用する標準コード及び総

務省が定める市区町村コードとする。

第６ 原票データの入力者

原票データの入力は、当該交通事故の捜査に当たった警察官が行うものとする。

第７ 原票データの審査

原票データの誤入力等を防止するための審査は、原票データを入力した高速道

路交通警察隊及び警察署（以下「警察署等」という。）並びに交通企画課におい

て行うものとする。

第８ 原票データの入力期限等

１ 本票、補充票及び高速道路追加調査項目票については、当該交通事故の発生

を認知した日から起算して１週間以内に入力すること。

２ 交通事故事件検挙票については、当該交通事故の捜査が完結した日から起算

して１週間以内に入力すること。

３ 30日死者集計票については、30日死亡の当事者（事故の状況、年齢、負傷程

度及び医師の診断等から判断して、30日死亡の蓋然性が極めて低い者を除く。）

を確認した場合、速やかに作成するものとし、作成に当たっては、各項目を朱

書きすること。

なお、作成した30日死者集計票は、警察署等において所属長の決裁を受ける

こと。

所属長の決裁を受けた30日死者集計票の原本は、当事者が当該交通事故によ

って死亡したことを疎明する死亡診断書の写しなどの関係資料を添付した上

で、30日死亡の当事者を確認後１週間以内に交通企画課統計分析係まで送付す

ることとし、30日死者集計票の原本の写しについては、警察署等において保管

すること。

第９ 原票データ等の保管・管理

１ 原票データを入力するに当たり、原票を作成したときは原票データ入力完了

時点で原票を廃棄するものとする。

２ 原票データは、平成24年からの累積データとして保管し、書面として管理さ



- 5 -

れるものは、「鹿児島県警察情報管理システムによる交通事故情報管理業務実

施要領の改正について（通達）」（令和６年７月22日付け鹿交企第296号ほか）

によるものとする。

第10 原票の利用

本要綱に定める原票データは、捜査活動の支援を目的とした捜査資料として利

用することができるものとし、その管理については、捜査資料の取扱いの例によ

る。
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交　通　事　故　統　計　原　票　（本　票）
別記第１号様式（第４の２（1）関係）

発生 市郡 町 丁目 番 号

場所 区 村

路線 区間 地点 目標 前

道 線 　から ｍ

① ② ③ 原票作成 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
資料 都道府県 本票番号 事故内容 死者数 重傷者数 軽傷者数 乗車人員 路線コード
区分 警察署等コード ④ 年 ⑤ 月 ⑥ 日 死 重 軽 １当 ２当 BP

亡 傷 傷
1 2 3 －

⑬ ⑭ ⑮市区 発生日時 ⑳ 昼夜 ㉑ 天候
地点コード 交差点コード 町村コード

⑯ 年 ⑰ 月 ⑱ 日 ⑲ 時 分 明 昼 暮 暮 夜 明 時 分 時 分 晴 曇 雨 霧 雪

11 12 13 21 22 23
㉒ 地形 ㉓ 路面状態 ㉔ 道路形状 ㉕ 信号機

1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 21 22 00

1 2 3 1 2 3 4 5 31 01 37 07 11 12 13 14 21 22 23 00 1 8 2 3 4 5 6 7 2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 21 22 00

㉗ 車道幅員 ㉘ 道路線形 ㉙ 衝突地点

3 3 5 9 13 19

・ ・ ・ ・ ・ ・

5 5 5 0 0 5

01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13 01 02 03 14 15 04 05 06 07 08 09 31 32 33 34 30 20

㉛ 中央分離帯施設等 ㉜ ㉝

30
01 70 1 2 3 6 7 4 5 0 1 2 3 4 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 61

事故内容（３カ所を○で囲む） 当事者内容

1当 01 08 09 10 11 31 32 30 20 00
02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 40 41 00 00 00 2当 01 08 09 10 11 31 32 30 20 00

㉟ 性別 ㊱ 年齢 ㊲ ㊳ 居住地コード ㊴ 職業コード ㊵ 免許証番号又は免許情報記録番号
１ １ １ １ １
当 当 当 当 当

1当 1 2 9 ／ ２ ２ ２ ２ ２
2当 1 2 9 0 当 当 当 当 当

10 10

1当 01 02 03 04 05 15 16 11 17 18 13 19 80 91 92 99 ／ 01 02 03 04 05 06 07 11 80 00
2当 01 02 03 04 05 15 16 11 17 18 13 19 80 91 92 99 00 01 02 03 04 05 06 07 11 80 00

751 401 251

ｃｃ ～ ～
126～ 51～

以上 750ｃｃ 400cc
250cc 125cc

1当 01 02 07 03 04 05 11 12 17 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 51 52 59 61 62 63 64 65 67 68 66 74 00
2当 01 02 07 03 04 05 11 12 17 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 51 52 59 61 62 63 64 65 67 68 66 74 75 76 00

㊹ 車両番号（一部車両を除く）
空 欄

（例） シ ナ カ ゛ ワ 5 6 サ ・ ・ 1 2

１
当
２ 1当 01 02 11 12 13 21 31 32 33 34 35 36 41 42 43 00
当 2当 01 02 11 12 13 21 31 32 33 34 35 36 41 42 43 00

1当 01 02 03 05 06 11 12 18 19 20 21 31 00 1当 1 2 0 1当 01 02 03 11 12 00
2当 01 02 03 05 06 11 12 18 19 20 21 31 00 2当 1 2 0 2当 01 02 03 11 12 00

1当 01 02 11 12 21 22 23 31 32 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 80 00 1当 １ ２ ３ ４ ８ ０
2当 01 02 11 12 21 22 23 31 32 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 80 00 2当 １ ２ ３ ４ ８ ０
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の

他

ト

ン

ネ

ル

中
央
分
離
な
し

横

断

歩

道

横

断
歩

道

付
近

歩
道
橋
付
近

高
輝
度
標
示

橋

カ
ー

ブ
・
屈
折

そ

の

他

ポ

ス

ト
コ
ー

ン

バ

ー

等

チ

ャ

ッ

タ

ー

ワ

イ

ヤ
ロ
ー

プ

防

護

柵

等

ロ

ッ

ク

等

縁

石

・

ブ

歩車道区分 人対車両

消

灯

３

灯

式

歩

車

分

式

上

り

一
般
交
通
の
場
所

有・無

(　　)枚

高速道路
追加調査
項目票

有・無

路

側

帯

㉖

対

面

通

行

中

ペ

イ

ン

ト

中央線

故

障

そ

の

他

昼間

小(5.5m未満) 中(5.5m以上) 大（１３ｍ以上） 右 左 上

り

下

り

歩道 非

分

離

道

路

小

単路

1 2 0

補充票

1 2 3 4 5

ス

リ

ッ

プ

m
未
満

単路（交差点付近・踏切を含む） 交差点（1当進入側基準） 一
般
交
通
の
場
所

カーブ・屈折

ゾ

ー

ン

規

制

な

し

中

央

分

離

帯

（標識、法定外表示を１カ所ずつ○で囲む）

表

示

あ

り

表

示

な

し

直線 交差点内

交差点

人

口

集

中

そ

の

他

乾

燥

湿

潤

凍

結

積

雪

環

状

交

差

点

そ

の

他

環

状
交

差

点
付

近

対

象

外
当

事

者

反

射

式

自
発
光
式

内

部

照

明

式

反

射

式

自
発
光
式

内

部

照

明

式

自

転

車

道

自

転

車

専

用

通

行

帯

第

一

通

行

帯

第
二
通
行
帯
以
上

左
折
専
用
車
線

右
折
専
用
車
線

加

減

速

車

線

登

坂

車

線

m
以
上

m
以
上

m
以
上

m
以
上

m
以
上

小 中 大 小 中 大

上

り

下

り

平

坦

中 大

平

坦

平

坦

下

り

そ

の

他

原

付

二

種

軽
二
輪

事
故
車
種
の

1当

小型準

中

型

車

普

通

車

無免許等

乗用車 貨物車

大

型

車

大

型

車

中

型

車

準

中

型

車

普

通

車

軽

自

動

車

有資格

そ

の

他

一般原付以上 ㊷

大型
特殊車

自動二輪

農
耕
作
業
用

農
耕
作
業
用

そ

の

他

車
両
形
状
等

バ

ス

マ

イ

ク

ロ

バ

ス

ミ

ニ

バ

ン

等

セ

ダ

ン

等

ト

ラ

イ

ク

冷

凍

保

冷

車

ダ

ン

プ

カ

ー

１

Ｂ

Ｏ

Ｘ

等

な

し

あ

り

当

事

者

不

明

対象外

当事者

免許調

査

不

能

二輪車

用
途
別

ラ

イ

ト

バ

ン

㊼ 乗用車・

貨物車

㊾

立

ち

乗
り

型

電
動

車

対
象
外
当
事
者

通
行
目
的

出

勤

退

社

登

校

業務

ト

レ

ー

ラ

ー

ト

ラ

ッ

ク

等

オ
ー

ト
マ

対
象
外
当
事
者

㊽

チ

ッ

ク

車

オ

ー

ト

マ

そ

の

他

調

査

不

能

対
象
外
当
事
者

買

物

訪

問

送

迎

通

院

帰

省

遊

戯

疾

病

徘

徊

そ

の

他

サポカー

限定免許

㊻ 一般原付以上

限

定

免

許

サ

ポ

カ

ー

そ

の

他

の

免

許

等

対

応

非

対

応

対
象
外
当
事
者

チ

ッ
ク
車

サ
ポ
カ
ー

サポカー

そ

の

他

の

免

許

等
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20 30 40 50 60 70 80 100

1当 01 04 02 03 08 11 12 80 00 1当 01 02 03 04 05 80 00 1当 1 3 8 0 1当 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 10 00
２当 01 04 02 03 08 11 12 80 00 ２当 01 02 03 04 05 80 00 ２当 1 3 8 0 2当 01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 10 00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 160

1当 1 2 3 0 1当 1 2 3 0 1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 80 00 1当 1 2 6 3 4 8 5 0
2当 1 2 3 0 2当 1 2 3 0 2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 80 00 2当 1 2 6 3 4 8 5 0

1当 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 18 00 1当 1 2 5 8 0 1当 01 02 03 11 12 13 00
2当 01 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 18 00 2当 1 2 5 8 0 2当 01 02 03 11 12 13 00
法令違反  事故要因区分コード

コード 63-1 63-2 63-3
人的要因 車両的要因 環境的要因

１ １ １ １
当 当 当 当
２ ２ ２ ２ 1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 15 16 17 18 00
当 当 当 当 2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 15 16 17 18 00

⑧ ⑤
(1当) (1当) ⑥ ⑦

１ ⑤ ⑧ １ ⑦ ⑥
当 当
２ ２ 1当 1 2 3 4 0
当 当 2当 1 2 3 4 0

1当 01 02 11 12 19 21 22 23 31 39 00 1当 01 02 09 00 1当 1 2 3 9 0 1当 1 2 0 1当 1 2 3 4 0
2当 01 02 11 12 19 21 22 23 31 39 00 2当 01 02 09 00 2当 1 2 3 9 0 2当 1 2 0 2当 1 2 3 4 0

1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 40 00 1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 00
2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 40 00 2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 00

50 100 500

1当 01 02 03 04 05 06 07 08 12 09 10 11 21 31 32 33 40 00 1当 1 2 3 4 5 6 8 0
2当 01 02 03 04 05 06 07 08 12 09 10 11 21 31 32 33 40 00 2当 1 2 3 4 5 6 8 0
地点 地点

緯度（北緯） 経度（東経）

－ － － － － －

1当 1当 1当

2当 2当 2当

作成者氏名

原票作成年月日 審査者氏名
ＴＥＬ － ＴＥＬ － 　２０　　　　年　　　　月　　　　日

事故の概要 事故状況図
年 月 日 年 月 日

住所 住所
名称 名称

年 月 日 年 月 日
自・事 自・事

年 月 日

レベル４
対

象

外

当

事

者

歩行者等

（

運

転

者

在

）

駐

車

左

に

右

に

そ

の

他

専
用
車
線
利
用

後

退

蛇

行

停

止

横

断

対

象

外

当

事

者

直進

自動運行装置搭載車両

使

用

あ

り

使

用

な

し

不

明

使

用

あ

り

一般原付以上及び特定小型原付 対
象
外
当
事
者

一般原付以上及び特定小型原付 対
象
外
当
事
者

な

し

調

査

不

能

一般原付以上及び特定小型原付
規

制

な

し

等

指

定

の

速

度

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

チ

ェ
ー
ン
等

そ

の

他

自転車 対
象
外
当
事
者

前照灯 調

査

不

能

対
象
外
当
事
者

対

象

外

当

事

者

車両等

注

視

中

自
動
運
行
装
置

以

下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞/h
超

過

120
㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

あ

り

歩行者
ノ

ー

マ

ル

使
用
状
況

速
度
規
制

(

指
定
の
み

)

㎞
／
ｈ
以
下

の
使
用
状
況

㎞
／
ｈ
以
下

一般原付以上及び特定小型原付

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

停

止

中

調

査

不

能

ス

パ

イ

ク

ス
タ

ッ
ド
レ
ス

対
象
外
当
事
者

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

レベル３

対

象

外

当

事

者

車両等

酒

酔

い

調

査

不

能

酒気帯び 基

準

以

下

検

知

不

能

〇
・
二
五
以
上

飲
酒
状
況

飲酒あり 飲

酒

あ

り

〇
・
二
五
未
満

7
7

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
超
過

飲

酒

な

し

対

象

外

当

事

者

歩行者等

該

当

な

し

調

査

不

能

事故要因あり

逆

走

急

停

止

変更
右折左

折

等

速

車両等（列車を含む）

操

作

中

等

行
動
類
型

減

速

加

速

発

進

調

査

不

能

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

使

用

な

し

不

明

車両等

そ

の

他

そ
の
他
の
損
傷

２
㎞
を
超
過

対
象
外
当
事
者

調

査

不

能

サ
イ
ド
エ
ア

バ

ッ
グ
の
装
備

軽

傷

損

傷

な

し

対
象
外
当
事
者

重

傷

し

・

装

備

不

明

不

作

動

・

装

備

な

③

作

動

転

回

進路

③

④ ②

自
動
車
等

①

追
越

(

抜

)

予
備
項
目
１

予
備
項
目
２

車
両
の

①

離

脱

な

し

離

脱

不

明

非

着

用

着

用

不

明

車
両
の
衝
突
部
位　1当車両等の進行方向を基準として記載する。1当が歩行者等の場合には、２当車両等

の進行方向を基準として記載する。車両等の基準数字は、単路部の場合は、①又は②
（道路外からでる場合のみ）とし、交差点部は①とする。

②

二
輪
車
等

予
備
項
目
３

作

動

不

作

動

装

備

な

し

装

備

不

明

④

乗用車･貨物車

　最初に衝突した部位は、１桁目に記載する。多重衝突は、第２
部位を２桁目に記載する。天井だけの衝突痕、れき過等で衝突
痕がない、対象外当事者の場合は００とする。

着

用

非

着

用

着

用

不

明

対
象
外
当
事
者

装備ありエ
ア
バ

ッ
グ

の
装
備

人
身
加
害
部
位

車内部位車

外

放

出

ハ
ン
ド
ル

ガ

ラ

ス

フ

ロ

ン

ト

ま

わ

り

計

器

盤

切

断

損
傷
主
部
位

の
状
態

自動車（二輪車を除く） 路

面

そ

の

他

車外部位

そ

の

他

工

作

物

車

両

等

・

列

車

自

動

車

以

外

の

人
身
損
傷
主
部
位

全

損

頭

部

顔

部

頸

部

胸

部

腹

部

背

部

３０日死者集計期限日

取得年月日
車
両

車種
登録番号

捜
査
事
項
欄

区 分

勤務先
（学校）

免
許

種別

住所

氏名
生年月日

座

席

そ

の

他

１

㎞

以

下

２

㎞

以

下

タ

イ

ヤ

対
象
外
当
事
者

損

傷

な

し

ｍ

以

下

ｍ

以

下

ｍ

以

下

対
象
外
当
事
者

シートベルト

中

破

大

破

着用

小

破

損

壊

な

し

特定小型原付・自転車・歩行者

骨

折

内

臓

破

裂

対
象
外
当
事
者

火

傷

・

打

撲

傷

裂

・

挫

擦

過

対
象
外
当
事
者

対
象
外
当
事
者

死

亡

捻

挫

脱

臼

損傷あり 損

傷

な

し

乗用･貨物車

溺

れ

人
身
損
傷
程
度

損
壊
程
度

所属

非着用

シ

ー

ト

ベ

ル

ト

窓

ガ

ラ

ス

ド

ア

・

柱

天

井

損傷あり
腕

部

脚

部

窒
息
・
溺
死
等

損

傷

な

し

対
象
外
当
事
者

第 １ 当 事 者 第 ２ 当 事 者

自
宅
か
ら
の

距
離

プ
ロ
テ
ク
タ
ー

の
装
着

２

点

式

３

点

式

適
用
除
外
者

そ

の

他

標
識

あ

り

な

し

不

明

対
象
外
当
事
者

調

査

不

能

画
像
目
的
使
用

事故要因あり
ハ
ン
ズ
フ
リ
ー

使
用

そ
の
他
動
作

該

当

な

し

調

査

不

能

な

し

危
険
認
知
速
度

車両等

標識

準中型・普通
軽・ミニカー

普通・軽・ミニカー

通
話
目
的
使
用

そ

の

他

動

作

該

当

な

し

通
話
目
的
使
用

画
像
目
的
使
用

ハ
ン
ズ
フ
リ
ー

使
用

ラ
イ
ト

点
灯
状
況

タ
イ
ヤ
等

の
状
況

反
射
材
等

携
帯
電
話
等

の
使
用
状
況

カ
ー
ナ
ビ
等

の
使
用
状
況

対

象

外

当

事

者

標識 不

明

あ

り

下

向

き

上

向

き

補

助

灯

点

灯

消

灯

･

装

備

な

し

点灯 消

灯

調

査

不

能

初
心
運
転
者

標
識

高
齢
運
転
者

腰

部

自
体
防
護

当
事
者
の

進
行
方
向

②

離

脱

対
象
外
当
事
者

着用

① ①

④ ② ④

③ ③

着

用

不

明

ヘルメット 二輪車

車両等道路基準 車両等路外基準 歩行者等

64

66 67

68 70 71 72

74

75

77 78 79 80 81

60

65

58

59

52 53 54

55

76

56 57

63

69

73

51

62

6161
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第２号様式（第４の２（2）関係）

隊
係 氏名

第一当事者

氏　　　　 名

第二当事者

氏　　　　 名

❸

1当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 70 71 00

2当 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 70 71 00

d e f g ❽

1当 １ ２ ３ ４ ５ ９ ０ 1当 １ ２ ３ ４ ０ 1当 １ ２ ３ ４ ５ ６ ０ 1当 １ ２ ９ ０ 1当 1 2 ０

2当 １ ２ ３ ４ ５ ９ ０ 2当 １ ２ ３ ４ ０ 2当 １ ２ ３ ４ ５ ６ ０ 2当 １ ２ ９ ０ 2当 1 2 ０

i 年 j 月 k 日 l 年 m 月 n 日

❶ 都道府県警察署等コード ❷ 本 　票 　番 　号 発　　　　生　　　　日　　　　時

交通事故統計原票（交通事故事件検挙票）

２０　　　年　　　　月　　　　日作成

作成者

警察署

 ２０　　　年　　　月　　　日　　　時　　　分

被　　疑　　事　　件 非

被

疑

事

件

（

該

当

な

し

）

刑　　法　　犯 自 動 車 の 運 転 に よ り 人 を 死 傷 さ せ る 行 為 等 の 処 罰 に 関 す る 法 律罪

種

別

道

路

交

通

法

違

反

の

み

過

失

往

来

危

険

の

み

自

動

車

運

転

過

失

傷

害

自

動

車

運

転

過

失

致

死

危

険

運

転

致

死

（

無

技

能

）

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

四

号

）

危

険

運

転

致

死

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

四

号

）

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

五

号

）

危

険

運

転

致

死

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

五

号

）

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

六

号

）

危
険
運
転
致
傷

(

ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
二
条

）

危
険
運
転
致
死

（
ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
二
条

）

危

険

運

転

致

傷

（

高

速

度

）

危

険

運

転

致

死

（

高

速

度

）

危

険

運

転

致

傷

（

無

技

能

）

危

険

運

転

致

死

（

病

気

の

影

響

）

過

失

運

転

致

傷

ア

ル

コ

ー

ル

等

影

響

発

覚

免

脱

過

失

運

転

致

死

ア

ル

コ

ー

ル

等

影

響

発

覚

免

脱

故意犯業

務

上

過

失

傷

害

重

過

失

傷

害

（

過

失

傷

害

を

含

む

）

業

務

上

過

失

致

死

重

過

失

致

死

（

過

失

致

死

を

含

む

）

危

険

運

転

致

傷

（
ア

ル

コ
ー

ル

の

影

響

等

）

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

妨

害

目

的

等

）

危

険

運

転

致

死

（
ア

ル

コ
ー

ル

の

影

響

等

）

危

険

運

転

致

死

（
通

行

妨

害

目

的

等

）

罪

名

未

定

殺

人

（

未

遂

を

含

む

）

傷

害

（

致

死

を

含

む

）

過

失

運

転

致

傷

危

険

運

転

致

死

（
通

行

妨

害

目

的

二

条

六

号

）

危

険

運

転

致

傷

（

殊

更

信

号

無

視

）

危

険

運

転

致

死

（

殊

更

信

号

無

視

）

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

禁

止

道

路

通

行

）

危

険

運

転

致

死

（
通

行

禁

止

道

路

通

行

）

危
険
運
転
致
傷

(

ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
三
条

）

無

免

許

過

失

運

転

致

傷

無

免

許

過

失

運

転

致

死

無

免

許

危

険

運

転

致

死

（
病

気

の

影

響

）

無
免
許
過
失
運
転
致
傷
ア
ル
コ
ー

ル
等
影
響
発
覚
免
脱

無
免
許
過
失
運
転
致
死
ア
ル
コ
ー

ル
等
影
響
発
覚
免
脱

※　刑法犯欄中の危険運転致死傷罪及び自動車運転過失致死傷罪は、従前の刑法第208条の２及び第211条第２項をいう。

身

柄

不

拘

束

通

常

逮

捕

緊

急

逮

捕

現

行

犯

逮

捕

取

調

未

開

始

無
免
許
危
険
運
転
致
傷

(

ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
三
条

）

無
免
許
危
険
運
転
致
死

（
ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
三
条

）

無

免

許

危

険

運

転

致

傷

（
病

気

の

影

響

）

過

失

運

転

致

死

無
免
許
危
険
運
転
致
傷

(

ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
二
条

）

無

免

許

危

険

運

転

致

傷

（

高

速

度

）

無

免

許

危

険

運

転

致

傷

（
通

行

妨

害

目

的

）

無

免

許

危

険

運

転

致

傷

（
殊

更

信

号

無

視

）

無
免
許
危
険
運
転
致
傷

（
通
行
禁
止
道
路
通
行

）

危
険
運
転
致
死

（
ア
ル
コ
ー

ル
等
の
影
響
・
三
条

）

危

険

運

転

致

傷

（

病

気

の

影

響

）

非

被

疑

事

件

（

該

当

な

し

）

基

本

書

式

特

例

書

式

簡

約

特

例

書

式

切

符

適

用

警

察

完

結

被

疑

者

不

明

逮

捕

別

処

置

別

適

用

書

式

別

成

人

・

少

年

別

告

訴

・

告

発

の

有

無

の

別

送 致

年 月 日

非

被

疑

事

件

（

該

当

な

し

）

身

柄

送

致

書

類

送

致

（

付

）

警

察

完

結

未

処

理

第　　１　　当　　事　　者 第　　２　　当　　事　　者

あ

り

な

し

対

象

外

事

件

未

処

理

非

被

疑

事

件

（

該

当

な

し

）

成

人

少

年

不

明

非

被

疑

事

件

（

該

当

な

し

）

２ ２０ ０
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交　通　事　故　統　計　原　票　（補　充　票）
第３号様式（第４の２（3）関係）

作成者氏名

原票作成年月日 審査者氏名

　　　２０     　　　年　　　　月　　　　日

① ② 都道府県 ③ ④ ⑤ 性別 ⑥ 年齢 ⑦ 国籍・地域別 ⑧ 居住地コード ⑨ 職業コード

警察署等コード 本票番号 コード

1 2 9

751 401 251

ｃｃ ～ ～ 126～ 51～

以上 750ｃｃ 400cc 250cc 125cc

01 02 07 03 04 05 11 12 17 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 51 52 59 61 62 63 64 65 67 68 66 71 72 00 　

01 02 11 12 13 21 31 32 33 34 35 36 41 42 43 00 01 02 03 05 06 11 12 18 19 20 21 31 00 １ ２ ３ ４ ５ ０ 01 02 03 04 08 09 10 11 05 06 07 00

01 02 03 11 12 00 01 02 11 12 21 22 23 31 32 35 36 37 39 41 42 43 44 45 46 80 95 00 01 02 03 11 12 13 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 14 15 11 13 12 19 21 22 23 31 39 00 1 2 3 9 0 1 2 0 1 2 3 4 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 12 09 10 11 21 31 32 33 40 00

1当、２当、３当以下の同乗者の死傷者及び⑩当事者種別が71歩行者以外の道路上の人、72道路外の人の死傷者、00対象外当事者の調査項目(24項目)はここまで。

㉕ 免許証番号又は免許情報記録番号 多重衝突の３当以下の当事者（運転者・歩行者）に死傷がある場合及び

多重衝突の３当以下の当事者（運転者）に死傷がなく直接死亡事故に関与した場合の調査項目は最後(39項目）まで。

㉘ 車両番号（一部車両を除く）
10 10 空 欄

（例） シ ナ カ ゛ ワ 5 6 サ ・ ・ 1 2

01 02 03 04 05 15 16 11 17 18 13 19 80 91 92 01 02 03 04 05 06 07 11 80 00

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 160 160

01 04 02 03 08 11 12 80 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 80 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 31 1 3 8 0

車両等道路基準 車両等路外基準 ⑧ ⑤

⑥ ⑦

⑤ ⑧ ⑦ ⑥

50 100 500

1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 8 0

ＴＥＬ － 免

年 月 日 生
許 年 月 日

住所 車 自・事 年

名称 両
月 日

道路区分 事故内容 所属

一般道路 高速道路 死亡 重傷 軽傷

準歩行者

歩行者

大

型

車

中

型

車

準

中

型

車

そ

の

他

普

通

車

軽

自

動

車

移

動

用

小

型

車

資料区分 補充票番号
男 女

不
明

2
⑩ 乗用車 貨物車 特殊車 二輪車 路

面

電

車

列

車

ミ

ニ

カ

ー

大

型

車

中

型

車

準

中

型

車

普

通

車

軽

自

動

車

当
事
者
種
別

農
耕
作
業
用

そ

の

他

農
耕
作
業
用

そ

の

他

小型二輪 軽
二
輪

原

付

二

種

ス

ケ

ー

ト

等

ロ

ー

ラ

ー

大型 小型 自動二輪 一

般

原

付

自

転

車

自

転

車

付

自

転

車

駆

動

補

助

機

特定小型

原付

自転車

軽車両

そ

の

他

道

路

上

の

人

歩

行

者

以

外

の

道

路

外

の

人

対

象

外

当

事

者

一

般

歩

行

者

小

児

用

の

車

遠

隔

操

作

型

小

型

車

⑪ 乗用車・貨物車・二輪車 対

象

外

当

事

者

⑫ 乗用車

用
途
別

事業用 自家用・一般原付（一・二種）

代行運転 その他
自

動

車

代

行

運

転

自

動

車

随

伴

用

乗

用

貨

物

車
両
形
状
等

バ

ス

マ

イ

ク

ロ

バ

ス

ミ

ニ

バ

ン

等

路

線

バ

ス

貸

切

バ

ス

ﾀｸｼｰ・ﾊｲﾔｰ 特

定

貨

物

レ
ン
タ
カ
ー

ス
ク
ー

ル
バ
ス

法

人

個

人

乗
車
等
の
区
分

自動車

運

転

者

同乗者

ト

レ

ー

ラ

ー

ト

ラ

ッ

ク

等

乗
車
別

1

当

の

車

両

２

当

の

車

両

の

車

両

３

当

以

下

(

自

転

車

便

等

)

貨

物

レ

ン

タ

ル

そ

の

他

自転車・

特定小型原付 二

輪

車

自転車

前

席

後

席

荷

台

等

前部

セ

ダ

ン

等

ト

ラ

イ

ク

冷

凍

保

冷

車

ダ

ン

プ

カ

ー

幼

児

用

座

席

そ

の

他

幼

児

用

座

席

１

Ｂ

Ｏ

Ｘ

等

ラ

イ

ト

バ

ン

歩

行

者

等

対

象

外

当

事

者

⑭ 同乗者貨物車 立

ち

乗

り

型

電

動

車

対

象

外

当

事

者

⑬ 運
転
者
・
歩
行
者
等

対

象

外

当

事

者

⑮ 一般原付以上 対

象

外

当

事

者

⑯ 業務 通勤 通学（園）等 私用

準

同

乗

者

そ

の

他

後部

そ

の

他

調

査

不

能

道

路

外

の

人

等

対

象

外

当

事

者

⑰ 自動運行装置搭載車両 対

象

外

当

事

者

の
使
用
状
況

レベル３ レベル４

使

用

あ

り

観

光

・

娯

楽

サ
ポ
カ
ー

サポカー その他の車 通
行
目
的

職

業

運

転

業

務

中

サポカー

限定免許

免

許

等

そ

の

他

の

限

定

免

許

サ

ポ

カ

ー

そ

の

他

の

免

許

等

使

用

な

し

不

明

使

用

あ

り

使

用

な

し

不

明

対

応

非

対

応

通

院

帰

省

遊

戯

疾

病

徘

徊

そ

の

他

自
動
運
行
装
置

ド

ラ

イ

ブ

(

自

転

車

含

む

)

散

歩

飲

食

買

物

訪

問

送

迎

出

勤

退

社

登

校

学

業

中

下

校

死

亡

⑱ シートベルト ヘルメット(自転車を含む) 対

象

外

当

事

者

⑲ 乗用車･貨物車

自
体
防
護

着用 非着用 着

用

不

明

装

備

不

明

サ

イ
ド
エ

ア
バ

ッ
グ

の
装
備

作

動

し

・

装

備

不

明

不

作

動

・

装

備

な

人

身
損
傷

程
度

着用 非

着

用

着

用

不

明

エ

ア
バ

ッ
グ
の
装

備

装備あり 装

備

な

し

離

脱

重

傷

軽

傷

損

傷

な

し

対

象

外

当

事

者

離

脱

な

し

離

脱

不

明

作

動

対

象

外

当

事

者

⑳ 乗用･貨物車 対

象

外

当

事

者

㉑

不

作

動

シ

ー

ト

着

座

チ

ャ

イ

ル

ド

そ

の

他

適

正

使

用

使

用

不

適

正

適

正

使

用

使

用

不

適

正

適

正

使

用

使

用

不

適

正

乳児用 幼児用 学童用 組込式 ベルト型

適

正

使

用

使

用

不

適

正

適

正

使

用

使

用

不

適

正

㉒ 損傷あり 損

傷

な

し

対

象

外

当

事

者

人
身
損
傷
主
部
位

全

損

頭

部

顔

部

２

点

式

３

点

式

溺

死

等

窒

息

・

頸

部

胸

部

腹

部

背

部

腰

部

腕

部

チャイルドシート使用 適
用
除
外
者

対

象

外

当

事

者

㉔ 自動車（二輪車を除く）

内

臓

破

裂

溺

れ

火

傷

捻

挫

損
傷
主
部
位
の

状
態

切

断

骨

折

タ

イ

ヤ

そ

の

他

車外部位

シ

ー

ト

ベ

ル

ト

車内部位

そ

の

他

㉓ 損傷あり 損

傷

な

し

脱

臼

・

打

撲

傷

裂

・

挫

擦

過

そ

の

他

の

損

傷

人
身
加
害
部
位

車

外

放

出

脚

部

ハ

ン

ド

ル

フ

ロ

ン

ト

ガ

ラ

ス

計
器
盤
ま
わ
り

ド

ア

・

窓

ガ

ラ

ス

柱

天

井

座

席

車

両

等

・

列

車

自

動

車

以

外

の

工

作

物

路

面

そ

の

他

損

傷

な

し

対

象

外

当

事

者

２

年

未

満

３

年

未

満

４

年

未

満

年

以

上

あ

り

な

し

㉖ 一般原付以上 対象外

当事者

免許

㉗ 一般原付以上 対

象

外

当

事

者

運
転
資
格

有資格 無免許等 調

査

不

能

調

査

不

能

有

効

免

許

仮

免

許

国

際

免

許

外

国

免

許

運
転
許
可
証

全

取

得

歴

な

し

取

消

し

停

止

中

経

過

年

数

運

転

免

許

事

故

車

種

の

１

年

未

満

無

免

許

等

免

許

外

調

査

不

能

危
険
認
知
速
度

停

止

中

調

査

不

能

㉙ 一般原付以上及び特定小型原付 自転車
対
象
外
当
事
者

㉚ 一般原付以上及び特定小型原付

下

向

き

上

向

き

補

助

灯

点

灯

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
超
過

５

年

未

満

失

効

免

許

外

条

件

違

反

そ

の

他

年

未

満

㉛ 車両等（列車を含む） 歩行者

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

消

灯

･

装

備

な

し

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

㎞
／
ｈ
以
下

対

象

外

当

事

者

ラ

イ
ト
点

灯
状
況

点灯 消

灯

調

査

不

能

前照灯

㉜ 歩行者 対

象

外

当

事

者

行
動
類
型

発

進

直進 追

越

（
抜

）

進路 左

折

右折 あ

り

な

し

調

査

不

能

加

速

等

速

減

速

変更 専
用

車
線
利

用

そ

の

他

横

断

歩

道

路

上

作

業

中

路

上

停

止

中

路

上

横

臥

そ

の

他

反
射
材
等

使
用
状
況

停

止

（

運

転

者

在

）

駐

車

そ

の

他

横断中 通行中 路

上

遊

戯

中

横
断

歩
道
付

近

歩
道
橋
付
近

進
行
方
向

当
事
者
の

③ ③ 車
両

の
衝
突

部
位

④ ② ④

路

側

帯

そ

の

他

右

に

左

に

㉝ ㉞ 自
動
車
等

①

そ

の

他

歩

道

転

回

後

退

横

断

蛇

行

逆

走

急

停

止

③ ③

　1当車両等の進行方向を基準として記載する。1当が歩行者等の場合には、２当車両等の進行方向を基

準として記載する。車両等の基準数字は、単路部の場合は、①又は②（道路外からでる場合のみ）とし、

交差点部は①とする。

　最初に衝突した部位は、１桁目に記載する。多重衝突は、第２部位を２

桁目に記載する。天井だけの衝突痕、れき過等で衝突痕がない、対象外

当事者の場合は００とする。

②
② ④ ② ④

二
輪
車
等

①歩行者

３０日死者

氏名 取得年月日 集計期限日

勤務先

予

備

項

目

１

予

備

項

目

２

予

備

項

目

３

ｍ

以

下

ｍ

以

下

ｍ

以

下

車
両
の
損

壊
程
度

大

破

中

破

小

破

損

壊

な

し

自
宅
か
ら

の
距
離

１

㎞

以

下

対

象

外

当

事

者

㊱ 特定小型原付・自転車・歩行者

車種

（学校） 登録番号

電

動

手

動

身体障害

者用の車

非

特

例

特

例

㊲ ㊳ ㊴㉟ 車両等 対

象

外

当

事

者

２

㎞

以

下

２

㎞

を

超

過

調

査

不

能

① ①

捜
査
関
係
事
項

住所 種別



- 10 -

交　通　事　故　統　計　原　票　（高速道路追加調査項目票）
第４号様式（第４の２（4）関係）

①

・ kp 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

100 100 200 300 400 500 700 1000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1 ２ ３ ４ 5 6 7 8 9 0 1 ２ ３ ４ 5 6 7 8 9 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 00

10 20 30

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 41 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 51 28 29 30 31 32 33 34 35 36

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 00 1 ２ ３ ４ ０ 01 02 03 04 05 06 07 08 00 1 ２ ３ ４ 0

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 99 00

50 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 00 01 02 80 00

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 00 01 02 80 00

③ 本票番号 ④ 発生地点

事
故
内
容

死 亡 重 傷 軽 傷 原　票　作　成　者 原 票 審 査 責 任 者

地

方

道

路

公

社

そ

の

他

資料区分 区

分

道

路

管

理

者3

⑥ 走行
車線

追

越

車

線

登

板

車

線

加

速

車

線

本
・
四
高
速
道
路

名

古

屋

高

速

広

島

高

速

福
岡
・
北
九
州
高
速

国

土

交

通

省

都

道

府

県

⑤ 東
日
本
高
速
道
路

中
日
本
高
速
道
路

西
日
本
高
速
道
路

首

都

高

速

道

路

阪

神

高

速

道

路

②
都道府県
警察署等コード

平

坦

・

該

当

な

し

道

路

区

分

曲

線

半

径

縦

断

勾

配

１

％

未

満

１

％

以

上

２

％

以

上

パ

ー

キ

ン

グ

エ

リ

ア

そ

の

他

⑦ カーブ 直

線

該

当

な

し

　
ｍ
　
未
　
満

　
ｍ
　
以
 

上

　
ｍ
　
以
 

上

　
ｍ
　
以
 

上

減

速

車

線

路

肩

ランプ
ウェイ

ジ

ャ

ン

ク

シ

ョ

ン

料金所等
付近

サ

ー

ビ

ス

エ

リ

ア

３

％

以

上

４

％

以

上

５

％

以

上

６

％

以

上

７

％

以

上

８

％

以

上

⑧ 平坦 上り・下り

　
ｍ
　
以
 

上

　
ｍ
　
以
 

上

　
ｍ
　
以
 

上

　
ｍ
　
以
 

上

⑨ ⑩ 法

面

等

の

火

災

危
険
品
類
流
出
事
故
等

積荷転
落事故

人

の

転

落

事

故

第

一

通

行

帯

第
二
通
行
帯
以
上

入

路

出

路

本

線

上

そ

の

他

⑪ 単

独

２

台

３

台

４

台

５

台

６

～

７

台

Ｅ
Ｔ
Ｃ
レ
ー

ン
関
連

反

対

車

線

進

出

ト
ン
ネ
ル
番
号

特

殊

事

故

衝

突

・

接

触

起

因

事

故

落下物 タ
イ
ヤ
パ
ン
ク
事
故

脱

輪

事

故

フ
ロ
ン
ト
ガ
ラ
ス
割
れ

中

央

分

離

帯

突

破

規

制

線

内

進

入

車両 歩

行

不

明

（

単

独

事

故

）

該

当

な

し

後

退

追

越

追

抜

転

回

・

横

断

右

左

折

・

危

険

品

類

そ
の
他
の
積
荷

立

入

り

事

故

該

当

な

し

そ

の

他

1当

２当

⑬ 人対車両 車両相互

逆

走

徐

行

・

停

止

直進 そ

の

他

路
肩
か
ら

そ

の

他

右

に

左

に

走
行
車
線

追
越
車
線

当
事
車
両
台
数

　
台
　
以
 

上

　
台
　
以
 

上

　
台
　
以
 

上

行
動
類
型

発進

８

～

９

台

⑫

車線変更

車両単独

事

故

類

型

故

障

修

理

中

路

上

作

業

中

そ

の

他

追突 衝突・接触 転

　
倒

路

外

逸

脱

中央
分離帯

(

運

転

者

不

在

)

駐

車

車

両

路

上

工

作

物

そ

の

他

追
越
・
追
抜
に

走

行

車

に

流

入

車

に

流

出

車

に

車線停止中の 路肩停止中の

故
障
車
に

事
故
車
に

停

止

車

に

料

金

所

等

付

近

そ

　
の

　
他

対

向

車

防護柵

そ

の

他

分

岐

端

そ

の

他

右

側

左

側

故
障
車
に

事
故
車
に

路肩停止中の 停

止

車

に

料

金

所

等

付

近

そ

　
の

　
他

⑭ 中央分離帯 防護柵 法

面

ア

イ

ラ

ン

ド

そ

の

他

故
障
車
に

事
故
車
に

そ

の

他

流

出

車

に

車線停止中の

故
障
車
に

事
故
車
に

そ

の

他

追
越
・
追
抜
に

走

行

車

に

流

入

車

に

表

示

な

し

法

定

外

表

示

不

明

・

該

当

な

し

対

象

物

車

両

単

独

事

故

の

ガ

ー

ド

ケ

ー

ブ

ル

ガ

ー

ド

レ

ー

ル

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ボ

ッ
ク

ス

ビ

ー

ム

そ

の

他

ガ

ー

ド

ケ

ー

ブ

ル

80 100
該

当

な

し

⑰ 停

止

表

示

板

表

示

中

停

止

表

示

灯

表

示

中

表

示

の

有

無

停

止

表

示

器

材

㎞

／

ｈ

以

下

㎞

／

ｈ

以

下

20 30 40 50 60

㎞

／

ｈ

以

下

㎞

／

ｈ

以

下

㎞

／

ｈ

以

下

㎞

／

ｈ

以

下

ガ

ー

ド

レ

ー

ル

コ

ン

ク

リ

ー

ト

ト

ン

ネ

ル

壁

そ

の

他

有

無

臨

時

速

度

規

制

の

異

常

気

象

70
そ

の

他

該

当

な

し

⑮ あり 該

当

な

し

⑯

工

事

等

渋

滞

そ

の

他

（
臨

時

の

み

）

速

度

規

制

不

明

障

害

な

し

交

通

障

害

交

通

事

故

工

事

災

害

事

故

異

常

気

象

㎞

／

ｈ

以

下

㎞

／

ｈ

以

下

故

障

車

そ
の
他
の
駐
停
車
車
両

落

下

物

料

金

所

自

然

渋

滞

そ

の

他

⑱ 停渋滞車両あり 停渋滞車両なし

走

行

距

離

高

速

道

路

 
㎞

　
未

 
満

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

落

下

物

そ

の

他

⑲ 不

明

・

該

当

な

し

⑳ 大貨･中貨の一部

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

交

通

事

故

工

事

災

害

事

故

異

常

気

象

故

障

車

そ
の
他
の
駐
停
車
車
両

1当 1当 1当

２当 ２当 2当

 
㎞

　
以

 
上

装

着

状

況

速
度
抑
制
装
置

あ

り

な
し

(

故
障
･
改
造
含
む

)

調

査

不

能

予

備

項

目

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

 
㎞

　
以

 
上

対

象

外

当

事

者

㉑
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① ②
本票番号 補充票番号

資料区分

１ ２ ３ １ ２ ９

任意記載欄（死因・死亡場所等） 死亡確認者氏名

死亡確認年月日

年 月 日 年 月 日

記　載　上　の　留　意　事　項

１　３０日死者集計票は、「交通事故発生から起算し、２４時間経過後、３０日以内の交通事故による死者」が発生した際に、３０日死者１人につき１枚作成すること。
２　３０日死者集計票は、事故発生時の状態（重傷、軽傷等）で「交通事故統計原票（本票・補充票）」を作成した後に新たに作成すること。
３　３０日死者集計票は、警察署等で記入後、数字等に誤りがないことを、控えの交通事故統計原票（本票・補充票）と確認のうえ提出すること。
４　項目説明
　(1)　④補充票番号は、３０日死者が第３当事者以下の場合に、該当する補充票の補充票番号を記載する。３０日死者が第１、第２当事者の場合には「０００」とする。
　(2)　⑤死者内容は、３０日死者が本票記載の当事者である場合には、当事者順位に従い「１当 １」又は「２当 ２」とし、補充票記載の当事者の場合には「３当以下 ３」とする。
　(3)　⑥性別、⑦年齢は、３０日死者の性別、年齢を本票、補充票と同様の内容で記載すること。
　(4)　⑧～⑫発生年月日時分は、本票記載の発生年月日時分を記載すること。
　(5)　⑬～⑰死亡年月日時分は、３０日死者の死亡年月日時分を記載すること。（死体検案書等に記載された死亡年月日時分を必ず確認して記載すること。）
　(6)　⑱本票計上月は、交通事故が発生した月又は認知した月（計上月）として警察庁へ報告した計上月を記載する。

例 １：１月１０日発生事故を１月２５日に警察庁へ報告　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑱計上月「０１」
２：１月３０日発生事故を２月１３日に警察庁へ報告　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑱計上月「０１」
３：１月３０日発生事故を２月１６日に認知し、２月２５日に警察庁へ報告　・・・ ⑱計上月「０２」

作成年月日 審査者氏名

20 年 月 日

署（隊）

交 通 事 故 統 計 原 票 （ ３ ０ 日 死 者 集 計 票 ）
第５号様式（第４の２（5）関係）
所属 作成者氏名

都 道 府 県 死者内容 性別

女

③ ④ ⑤ ⑥

⑪

不
明

6
⑦ 発生年月日時分 死亡年月日時分 ⑱ 本票計上月

※当該欄は、各警察本部
     年齢 ⑧

警 察 署 等 コ ー ド １
当

２
当

以
下

３
当

男

年 ⑨ 月 ⑩ 日 ⑫ 分 ⑬ 年 ⑭

20

分 統計担当係で記入

2 0 2 0

月 ⑮ 日 ⑯ 時 ⑰時

関
係
事
項
欄

死亡者

氏　名

生　年

月　日




